
新 潟 市 報 道 資 料 

令和７年３月１８日 

 

報道各位 

 

新潟市民病院管理課 

 

職員の処分の公表について 

 

このことについて、下記のとおり公表いたします。 

 

１ 被処分者及び概要 

 

   被処分者     新潟市民病院職員 看護師 ３０歳代 

 

   処分の程度    減給１箇月 

 

   処分対象の概要  令和６年２月、被処分者が通勤のため運転中、東区内

での交差点を右折時に、横断歩道を渡っていた男性を

はね、相手方に全治約 3 か月の重傷を負わせたもの。 

 

２ 処分年月日 

 

   令和７年３月１８日 

 

 この件についてのお問い合わせは、本日１７：３０までにお願いします。 

 

 

問い合わせ先 

新潟市民病院 管理課 小山、冨井 

電話 025-281-5151（内線 3101） 


